
(参考) 負 債 対 策 資 金 の 借 入 手 続 等

審 査 ②

借受希望者 融資機関

(農業者)
経営改善計画書 （農協等、公庫） 自ら審査
借入申込書

○ 必要に応じ、経営者の能力等に関し、
を提出 ①

関係機関に対して、照会・確認を行う

必要に応じ、経営改善計 ○ 担い手育成総合支援協議会等の経営

画の作成に当たり、普及指 診断機関に送付して意見を求める

導センター、市町村、担い

手育成総合支援協議会に

相談を求める

融資可否の回答(原則１ヵ

月半以内) ③

融資を行わない場合

は、その理由を説明

毎年、経営状況報告書を提出 ④

関係機関と協力して、適切な指導 ⑤
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